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令和８年度成長戦略ファンド 

【国プロジェクトステップアップ支援事業】公募要領 

 
公益財団法人石川県産業創出支援機構  

  

 公益財団法人石川県産業創出支援機構（以下、「機構」といいます。）では、平成２

２年度より、「いしかわ次世代産業創造ファンド」事業として、県内企業が単独もしく

は産学官が連携して行う新技術・新製品の研究開発及び実用化研究を支援してきまし

た。採択事業の中には、国等が公募・実施する大型プロジェクトへと発展し、当該企

業の成長、ひいては本県産業の成長に寄与する事業も生まれています。 

「国プロジェクトステップアップ支援事業（以下、「国プロ FS事業」）」では、この

流れを一層加速させるため、県内企業が、国等の大型プロジェクトへ応募申請するた

めに必要となる FS（フィジビリティ・スタディ）事業を支援し、もって県内産業全体

を牽引する企業の育成を図ることを目的とします。 

 

１ 補助対象となる事業 

    国等の競争的資金（以下、「国プロ」といいます。）（※１）獲得のための応募

申請（※２）に必要となる FS事業（※３）を対象とします。なお、本補助金の交

付を受けようとする事業が、当該実施期間中に他の補助金等による財政支援を受

けている又は受ける予定の場合、交付の対象となりません。 
 

  ※１ 国プロについて 

    機構では、以下の補助金や委託事業への応募申請を想定しています。 

実施主体 国プロ名 

中小企業庁 成長型中小企業等研究開発支援事業 

（Go-Tech事業） 

中小企業庁 中小企業等事業再構築促進事業 

国立研究開発法人 新エネ

ルギー・産業技術総合開発

機構（NEDO） 

新産業・革新技術創出に向けた先導研究プロ

グラム 等 

国立研究開発法人 科学技

術振興機構（JST） 

研究成果展開事業 研究成果最適展開支援

プログラム A-STEP （産学共同本格型）等 

国立研究開発法人 日本医

療研究開発機構（AMED） 

医工連携イノベーション推進事業 等 

     
その他の国プロにつきましては、事前に機構までご相談ください。 

 

・「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（ものづくり補助金）」 

「サービス等生産性向上 IT導入支援事業（IT導入補助金）」等の設備導入が 

主体となる国プロは、対象外とします。 

   ・都道府県や市町村と、その外郭団体が実施する補助事金等は対象外とします。 

   ・大学等が申請主体となる補助金等は対象外とします。 
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  ※２ 国プロへの応募申請について 

    ・国プロに「従たる研究開発機関」や「アドバイザー」等として参画する場

合は、本補助事業の対象とはなりません。 

    ・本補助事業終了後、２年度以内に国プロに、「申請主体」として申請するこ

とが要件となります。本事業終了後、特段の理由・報告なく、上記期間内

に国プロに申請しなかった場合、翌年度以降の成長戦略ファンドの研究開

発事業における、補助金の申請は、減点の対象となる場合があります。 

    ・FS採択後、事業が想定通り進まなかった、目標としていた国プロが廃止と

なった等の場合は、速やかに事務局に相談し、指示に従ってください。内

容によっては、補助事業の中止、補助金の一部もしくは全部の返還を求め

る場合があります。 

 

 

※３ FS（feasibility study：実用化可能性調査）事業とは 

   本補助事業における FS事業とは、「国プロに応募申請するために必要な

事前調査や、予備試験等」を指します。 

 

   ＜調査の具体例＞ 

      ・予備試験（本格的な研究の前に、試作機等で予備データを取得する） 

      ・連携体の組成・拡大に向けた取り組み 

      ・ニーズや市場調査、競合の動向調査 

      ・特許調査 （先行文献の有無、他社の権利侵害の可能性の有無等） 

  

 

２ 補助対象者 

  応募できる者は、上記「１ 補助対象となる事業」を主体的に実施する者で、 

次の（１）、（２）のいずれかのものとします。 

 

（１）次の①～③のいずれかに該当する企業（単独応募申請） 

①石川県内に本社のある企業  

②石川県内に事業本部又はそれに類する組織を持つ企業（補助対象事業の開発

成果の事業展開が当該組織で行われる場合に限る。） 

③石川県内に開発部門を有する企業（補助対象事業の研究開発が当該開発部門

で主体的に行われ、かつ開発成果が本県の産業政策上有効と認められるも

の。） 

 

（２）上記（１）に規定の企業を代表者（幹事企業）とする、県内外の企業又は

大学・公設試等による２者以上の連携体 

 

   ※連携体内において、補助対象事業の実施に関して、役割分担が明確、かつ、

その内容について合意済みである必要があります。 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※以下の企業等は連携体の構成企業として認められません。 

    ・建物の建設等を目的とした共同企業体 

    ・製品の販売のみを目的とした商社・代理店等 

    ・随時発生する物品等の購入先 

   ・応募企業と連携体企業との間で株式の 50％超の保有あり 

 

※意見やアドバイス等をもらう場合は、連携体ではなく「アドバイザー」と

し、経費は「技術指導費」として計上してください。 

 

※幹事企業が県外企業である場合、②または③の確認のため、追加で書類等

の提出（実地確認を含む）を求める場合があります。 

 

【連携体の構成について】 

   国プロ FS事業の補助対象事業として「連携体の組成・拡大に向けた取り組み」

を認めているため、現時点において、応募申請予定の国プロで想定している連携

体を組成できていなくとも、国プロ FS事業に申請可能です。 

 

【補助事業の応募・補助金の交付手続きについて】 

・連携体の代表である幹事企業は、申請企業として事業全体について補助事業の応

募申請（事業計画書の提出）をします。 

・補助金は、幹事企業及び連携体構成各企業（以下「連携体企業」といいます。）に

個別に交付されますので、事業採択された後の補助金に係る交付申請、実績報告

書提出等については、幹事企業、連携体企業が毎年度各々手続きをします。 

・補助金の交付申請手続きを単独で行わない企業は、連携体企業になることはでき

ません。 

※連携体を構成する「大学・公設試等」への補助金は幹事企業の事業に含まれるも

のとして幹事企業の交付申請手続きにより、幹事企業を通じて交付されます。 
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３ 補助率・補助限度額・補助対象期間 

 

補助率 定額 １０／１０ 

補助限度額 
５，０００千円  

※千円単位とし、端数は切捨てます。 

補助対象期間 

交付決定日（令和８年９月予定）から 

最長で１年（令和９年８月予定）まで 

 ※事業が年度をまたぐ場合は、年度ごとに補助金の交付手続き（交

付申請、実績報告等）を行います。 

※見積書→発注書→納品書→請求書→支払証明書 の時系列におい 

ては原則、全て同年度内で完了する必要があります。 
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４ 補助対象経費 

（１）補助対象経費 

費   目 内          容 

直 接 人 件 費 
研究開発に直接関与する者の作業時間に対する人件費 

※原則、（健保等級に対応する等級単価）×（作業時間）で計算 

旅 費 当該事業において必要な旅費 

機 械 装 置 費 

機械装置及び工具機器の購入、試作、改良又は借用に要する

経費 

※専用ソフトウェア、情報システム構築等も補助対象となりま

す。 

※税抜単価１０万円を超えるソフトウェア・ライセンスは「機

械装置費」となります。 

クラウドサービ

ス 利 用 費 

クラウドサービスの利用に関する経費 

※専ら本事業のために利用するクラウドサービスや WEB プラッ

トフォームの利用費のみとなります。自社の他事業と共有す

る場合は補助対象となりません。 

※具体的には、サーバーの領域を借りる費用（サーバーの物理

的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用）、サーバ

ー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費となりま

す。サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象に

なりません。  

※サーバーの領域を借りる費用は、見積書、契約書等で確認で

きるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみとなりま

す。 

材料・消耗品費 
試作品用の材料や消耗品の購入に要する経費 

※補助対象期間内分のみ対象となります。 

外 注 委 託 ・ 

評 価 分 析 費 

外注加工・委託等に要する経費 

・競合技術等の動向やユーザーニーズの調査に要する経費 

・試験、検査等の評価分析に要する経費 

・特許調査（先行文献の有無、他社の権利侵害の可能性の有無

等）に要する経費 

・自社内で加工・製作することが困難な部材やその組立、ソフ

トウェア等について、図面・仕様等を明示した上で外部に依

頼する場合に要する経費 

・要求仕様のみを示し相手方ノウハウにも期待した上での外部

への製造委託等に要する経費 

・試験、検査等の評価分析に要する経費 

※外注・委託による成果物が補助事業者に帰属しない場合は補

助対象外となります。 

※情報システムや機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装

置費」としてください。 
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＜補助対象期間と直接人件費に関する注意＞ 

    勤務日と支払日の両方が、同一年度の補助対象期間内である必要があります。 

 例）９月１日事業開始で給与の支払いが月末締め→翌月払いの場合 

補助対象可否 勤務日 支払日 

× R8.8.1～R8.8.31  R8.9.21 

○ R8.9.1～R8.9.30 R8.10.21 

   
○ R9.1.1～R9.1.31 R9.2.21 

○ R9.2.1～R9.2.28 R9.3.21  

× R9.3.1～R9.3.31  R9.4.21 

○ R9.4.1～R9.4.30 R9.5.21 

 

 

・上記項目に該当する支出の場合でも補助対象経費として認められない場合があり

ますので、疑問がある場合には事前にご相談ください。 

・本質的な部分（研究開発要素）を連携体以外へ外注することはできません。 

 ・「外注委託・評価分析費」＋「大学・公設試等共同研究費」は、事業期間の全期

間（初年度の実績報告額～最終年度の実績報告額）を通じた補助対象経費総額

の１／２以内で計上可能です。 

  ・「直接人件費」は事業期間の全期間（同上）を通じた補助対象経費総額の１／３ 

以内で計上可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）補助対象外となる経費について 

次のいずれかに該当する経費については原則、補助対象経費とはなりません。 

 

   ・交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの 

   ・証拠資料等によって支払金額が確認できない経費 

    → 原則、振込による支払済の証拠書類が必要であり、特に相殺、手形決済は不可です。 

・販売を目的とした製品、商品等の生産に要する経費（ただし、サンプル出荷等、評価を 

受けることを目的として、製造原価と補助相当額の差額以下での譲渡であれば、認め 

られる場合がありますのでご相談ください。） 

費   目 内          容 

技 術 指 導 費 連携体以外からの外部の技術指導員・講師等に支払う謝金 

知的財産権関連

経費・認証取得

費 

事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権の取得に

要する弁理士又は弁護士の手続代行費用や翻訳料等の経費、 

事業化に必要となる認証を取得するためのコンサルティン

グ、翻訳、通訳等に要する経費 

大学・公設試等 

共 同 研 究 費 

連携体の大学・公設試等との共同研究契約書等に基づく共同

研究費 
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・補助金の交付申請、実績報告、請求に関する書類作成に要する人件費 

・役員報酬（給与相当額を除きます。） 

・補助対象事業に関連しない用務に要する旅費 

・連携体及びグループ会社からの物品調達（ただし、原価相当での調達であれば補助対象 

経費として認められる場合がありますのでご相談ください。） 

・顧問契約としての技術指導費 

・メール、電話等、現地での指導を伴わない技術指導費 

 （ＴＶ会議等により実地と同等の指導ができる場合は、この限りではありません。） 

・特許庁など日本の行政庁に納入される出願手数料等 

・電話代、インターネット利用料金等の通信費 

・振込等手数料（代引手数料を含みます。） 

・公租公課（消費税、地方消費税額等） 

・文房具などの事務用品等の消耗品代 

・汎用性があり、目的外使用になり得るもの（例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文 

書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機等の購入 

費・自動車等車両の購入費・修理費・車検費用など） 

   ・中古品（ただし、新品の購入が、金額や納期の観点で著しく不適当な場合は認められる

場合があります。） 

・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 
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（３）実績報告時に提出する証拠書類 

各年度における補助金の実績報告時には、幹事企業及び各連携体企業から   

以下の表に示す証拠書類を求めます。 

 

直 接 人 件 費 

「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」、「賃

金台帳等」、「就業規則」、「作業日報」、「出勤簿」、 

「支払証明書（振込控又は振込処理済通知書、当座勘定照合表等）」 

「会社カレンダー」、「テレワーク就業規定（対象者がいる場合）」 

旅 費 

「旅費規程等」、「出張伺い・出張命令」、「旅費計算書」、 

「駅すぱあと等経路確認ができる書類」、「飛行機利用の 

場合は領収書及び搭乗券半券」「出張報告書・復命書」、 

「出張精算書（振込控又は振込処理済通知書、当座勘定照合表等）」 

 ※現金手渡しの場合は「総勘定元帳（現金）の写し」 

上 記 以 外 の 

支 払 い 

「見積書」（原則、税抜単価５０万円以上の場合は２者の見積書若しくは

選定理由書）「発注書」、「納品書」、「請求書」、「支払証明書（振

込控又は振込処理済通知書、当座勘定照合表等）」 

 

機械装置費 
税抜単価５０万円以上の物品の場合はその写真、取得財産等

管理台帳 

材料・消耗品費 
消耗品使用簿（補助対象期間内に使い切ったことを確認でき

るもの） 

技術指導費 
技術指導契約書、見積書、社内規程等金額のわかるもの、指

導報告書 

大学・公設試等

共同研究費 

共同研究契約書等 

 

５ 募集期間及び応募方法 

    応募書類の申請方法は、電子申請「jGrants（じぇいぐらんつ）」での申請のみ

となります。 

 

（１）募集期間 

令和８年４月２１日（月）～令和８年６月１３日（金）午後４時 

 

（２）要領・様式の入手方法及び申請方法 

  ①要領・様式の入手 →ISICOホームページからダウンロード 

     https://www.isico.or.jp/site/shinseihin/nationalprofs.html 

②申請 →jGrants のホームページから電子申請 

    https://www.jgrants-portal.go.jp 

  ※ログイン後、「補助金を探す」→検索キーワードに「成長戦略ファンド」 

   を入力してください。 

https://www.isico.or.jp/site/shinseihin/nationalprofs.html
https://www.jgrants-portal.go.jp/
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※電子申請による提出の場合は、ＧビズＩＤ（gBiz ID プライム）の取得が必要です。 

「ＧビズＩＤ」の詳細については、下記の WEB ページを参照ください。なお、当該 ID は

申請から取得までに２～３週間を要します。 

ＧビズＩＤ（gBizID）サイト URL 【https://gbiz-id.go.jp/top/】 

 

 

（３）提出書類とファイル形式 

    必要書類が揃っていない場合は、審査対象とならない場合があります。 

 

提出書類 概要及びファイル形式 

①事業計画書、 

 チェックシート 

・「Ｒ８年度」の様式を使用してください。 

・別記様式＋別紙１～６＋チェックシート で１セットとなり 

ます。 

・事業計画書の押印は「不要」です。 

【ファイル形式】 

 ・Word,Excel,PowerPoint 等のファイルをそのままの形式で 

提出してください。 

② 「幹事企業及び

連携体企業の決

算書（直近２カ

年分）」 

 

※個人事業主の方

は確定申告書及

び申告決算書の

写し 

 

 

▼法人の場合 

・「貸借対照表」 

・「損益計算書」 

・「販売費及び一般管理費明細」  

・「製造原価明細」  

・「株主資本変動計算書」 

▼個人事業主の場合 

・「直近２カ年分の確定申告書の写し」 

 ※創業間もないため決算書類がない場合は、履歴事項全 

部証明書をご提出ください。 

▼大学、公的試験研究機関の場合 

   不要 

【ファイル形式】 

・「幹事企業」「連携体企業」それぞれＰＤＦ形式 もしくは 

ＺＩＰ形式のファイルにしてアップロードしてください。 

③ 経営革新計画

等の認定書の

写し 

・経営革新計画等の認定事業者は、加点の対象となります。 

【ファイル形式】 

・スキャナ等で PDF形式にし、アップロードしてください。 

④ 「パートナー

シップ構築宣

言」の内容が記

載された文書 

・パートナーシップ構築宣言（ポータルサイト：https://www.biz-

partnership.jp/index.html）事業者は、加点の対象となります。 

【ファイル形式】 

・「幹事企業」「連携体企業」それぞれ・スキャナ等で PDF形式に

し、アップロードしてください。 

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://www.biz-partnership.jp/index.html
https://www.biz-partnership.jp/index.html
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（４）相談・問い合わせ先 

（公財）石川県産業創出支援機構 成長プロジェクト推進部  イノベーション支援課   

担当：出嶋、山下、山崎 

TEL:076-267-6291 

石川県商工労働部 産業政策課 次世代産業創造グループ  担当：瀬戸、田原 

TEL:076-225-1513  

 

募集期間中、機構及び県産業政策課にて、記入方法等に関する個別の相談を承り

ます（予約制）。特に、本事業は国プロの選定及び連携体組成について、アドバイス

やプロジェクト・連携体候補の紹介が可能ですので、事前に機構に相談することを

強く推奨します。 

 

６ 事業の採択について 

   以下の審査方法により、採択事業を選定します。 

 

（１）審査方法 

・申請事業は、外部有識者等が審査基準に基づき採点を行い、その結果を踏まえ

て機構が採択事業を決定します。 

・申請書の内容に関するヒアリングを実施する場合があります。 

・採択事業の決定後、幹事企業に対し、速やかに採択若しくは不採択の通知を行

います。 

・審査経過に関する問い合わせには一切応じられません。 

・なお、採択された場合でも、予算の都合等により申請額よりも減額される場合

があります。 

 

 

（２）審査基準  ※ a,bの２つの観点で審査を行います 

 

 a.【国プロ FS事業】＋【申請予定の国プロ】全体の事業としての審査 

 

① 事業目標の妥当性                         

社会の情勢や市場ニーズを反映させた内容となっているか。  

国プロ FS 事業の申請時点において必要な調査や予備試験を行って

いるか。 

② 新規性・革新性              

技術面で、新規性や革新性を有する高度な研究開発を行うものか。

事業面で、新しい価値創出や、ビジネス変革をもたらすものか。 

③ 課題及び解決方法の妥当性                   

目標に対して、適切な課題設定をしており、その解決方法が妥当か。 
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④ 実現可能性・実施体制                         

国プロ採択後のスケジュールや実施体制が妥当か。 

⑤ 事業化計画の妥当性                           

国プロ終了後に想定する製品規格、知財戦略、想定する 

市場、販売戦略、体制、スケジュール等が妥当か。 

⑥ 地域産業への貢献                  

地域経済の活性化に資する計画であるか。 

 

b.【国プロ FS事業】としての審査 

 

⑦ 国プロ申請に向けた、国プロ FS事業の妥当性   

国プロへの申請に対し妥当な内容であるか。また、申請に 

必要な取り組みであるか。 

 

（３）補助金の交付について 

   補助金の交付を受けるには、幹事企業及び各連携体企業のすべてが、以下の手

続きを行う必要があります。 

 

  ・採択決定後、当該年度に係る交付申請書を提出してください。機構にて内容を

確認の上、「交付決定通知書」を幹事企業及び各連携体企業に通知します。交付

決定通知書に記載の交付決定日をもって補助事業を開始することができます。 

・当該年度３月末又は事業終了日のいずれか早い日までに、当該年度に係る実績

報告書及び支出ごとに発注から支払までの書類を提出してください。機構にて

内容を確認の上、補助金額を確定し、「額の確定通知」を幹事企業及び各連携体

企業に通知します。 

・「額の確定通知」を受領後、「精算払請求書」を提出してください。機構にて内

容を確認の上、各社の指定口座へ補助金を振り込みます。 

 

 

７ その他事業にあたっての注意事項 

採択された場合は、以下の条件を守らなければなりませんので御了承ください。 

 

（１）国プロへの応募申請状況の報告 

補助事業終了後３年間、国プロへの応募申請状況について、別途指定する様式

に従って報告書を提出していただきます。 
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（２）計画変更等の事前承認 

交付決定を受けた後、①当該年度の交付決定額の２０％を超えて補助金額を減

額しようとする場合、②補助対象経費総額の２０％を超えて減額又は２０％を超

えて経費配分を変更しようとする場合、③補助目的自体が変更となる場合、又は

④補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、事前に承認を得なければな

りません。 

 

（３）書類の保存  ※連携体企業も該当します。 

事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、 

交付年度終了後５年間保存しなければなりません。  

 

（４）事業により取得した機械の管理等  ※連携体企業も該当します。 

取得財産のうち、税抜単価５０万円以上の機械等の財産又は効用の増加した財

産（処分制限財産）は、処分制限期間（耐用年数）内に取得財産を処分（補助金

の交付の目的に反する使用、譲渡、廃棄、交換、貸し付け又は担保に供する）し

ようとするときは、事前にその承認を受けなければなりません。 

 

（５）検査 

  事業期間中の進捗状況確認及び事業終了後の確定検査のため、機構が実地検査

に入ることがあります。 
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＜スケジュール（予定）＞ 

令和８年９月採択、最大１年間事業を実施する場合のスケジュール例を示します 

 

年度 日 付 実 施 内 容 

R8年度 R8.4.20～6.12 【幹事企業→ISICO】事業計画書を提出 

R8.6～9月 【ISICO】審査 

R8.9.x 採択後、①【幹事/連携体企業→ISICO】交付申請書送付 

→②【ISICO→幹事/連携体企業】交付決定通知送付 

事業期間中 【ISICO→幹事/連携体企業】進捗状況を確認 

R9.3.31  ③【幹事/連携体企業→ISICO】実績報告書送付 

→④【ISICO→幹事/連携体企業】補助金額の確定通知送付 

R9.4 月中 ⑤【幹事/連携体企業→ISICO】精算払請求書送付 

→⑥【ISICO】幹事/連携体企業の指定口座に支払い 

R9年度 R9.4.1 ①【幹事/連携体企業→ISICO】交付申請書送付 

→②【ISICO→幹事/連携体企業】交付決定通知送付 

※交付申請、交付決定日ともに R9.4.1 

事業期間中 【ISICO→幹事/連携体企業】進捗状況を現地で確認 

R9.9.x 

 

③【幹事/連携体企業→ISICO】実績報告書送付 

→④【ISICO→幹事/連携体企業】補助金額の確定通知送付 

R9.10 月中 ⑤【幹事/連携体企業→ISICO】精算払請求書送付 

→⑥【ISICO】幹事/連携体企業の指定口座に支払い 

R9年度 

以降  

常時 国プロ申請に向けた準備 

R10～ 

R11年度 

毎年度 1回程度 【幹事企業】国プロ申請状況報告 

 

 


